
1:基本方針

2:推進事項

3:事業計画事項

(1)諸会議に関す る事項

ア 諸会議に関する事項

令和 6年度 事業計画 (案)について

(1)加盟団体の事業推進を強化し機関相互の調整を図る。

(2)継続にスポーツ実践活動を助長 し団体育成の強化を図る。

(3)各種スポーツ教室の開催は、各関係機関と積極的な連携協力を促進

する。

イ 定期総会の開催

(2)各種大会並びに教室の開催及び後援

ア 主催事業  ・各種スポーツ大会 (野球大会・バ ドミン トン講習会

を予定)

イ 共催事業  ・町民体カテス ト

・各種スポーツ大会 (相撲・バ ドミン トン・ソフ トテニス

バスケットボール・バレーボール大会を予定)

・スポーツ教室

ウ 後援事業  ・第 47回町民長ぐつアイスホッケー大会

・第 21回全日本長ぐつアイスホッケー選手権大会

兼第 40回北海道長ぐつアイスホッケー選手権大会

・その他各種大会・教室において後援要請があるもの

(3)ス ポーツ施設利用券の発行

(4)各種大会並びに行事への参加及び出席

(5)体育施設における飲料の販売

町民がスポーツに親 しみ、健康増進や体力づくりができるようスポーツの振

興及びスポーツ活動に関する事業を行い、スポーツ人口の拡大と生涯スポーツ

社会の実現に寄与する。


